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育児・介護休業法改正に伴う規約変更に
ついて②（DB・厚年）
育児・介護休業法改正に伴う規約変更に
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標記につきましては年金ニュース でご案内しております

が、今般、行政照会に対する回答がありましたのでご案内いた

します。（回答内容の要旨は前回ニュースから変更なし。）

ポイントポイント
ご参考にDB年金、厚年基金以外のお客様にも送付させて頂きます。

No.212

要旨：前回ニュースと同様要旨：前回ニュースと同様

法改正により加入者期間等※が変更となる場合は規約変更の承認・認可申
請が必要。※加入者期間、給付額算定期間（以下同様）

法改正による加入者期間等は変更無いが規約の文言（引用する規程の名
称・有効日等）を修正する場合は、規約変更の届出が必要。

規約変更の手続きは適用日を6月30日まで遡及可能であるため、7月以降の
対応も可能。

新たに確認できた事項新たに確認できた事項

厚年基金の基本部分については、厚生年金保険法の取り扱いに準拠するこ
とによるため、規約変更は発生しない。
加算部分については、総合基金など基本部分と同じ取り扱いをしている場合

には規約変更は不要であり、それ以外はＤＢに準じた対応が必要。

理事長専決による規約変更は不可（遡及適用が可能であるため）。

～なお、今回の規約変更に伴う申請又は届出に関する書類雛型についてご希望の場
合は、お手数ですが弊社営業担当者までお申出いただきますようお願いします。

→ご参考に次頁以降で行政照会で確認できた具体的な変更内容への対応等をご案内します。

https://safe.tr.mufg.jp/cgi-bin/houjin/jutaku/kgkaiin/login.cgi?file=nnews_2010_128.pdf
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【ご参考】規約変更の要否【ご参考】規約変更の要否

法改正前のＤＢ規約における育
児・介護休業期間の取り扱い

法改正により新たに導入される育児・介
護休業期間等のＤＢ規約での取り扱い

ＤＢ規約変更の要否

控除しない
不要（引用する規程の名称、有効日、控除
する期間の名称等を変更する場合は、要）①育児・介護休業期間を加入者

期間等から控除している
控除する 要※

控除しない 不要

控除する 今回の法改正による取り扱いの対象外

②育児・介護休業期間を加入者
期間等から控除していない

【ご参考】変更内容ごとの対応 (上記①の場合)【ご参考】変更内容ごとの対応 (上記①の場合)

引用する規程の名称、有効日の変更に係る規約変更の届出⇒有

対応
育児・介護休業規程の名称（引用する規程の名
称）の変更が･･･

手続き不要⇒無

子の看護休暇期間の取り扱いに係る規約変更の認可・承認申請⇒ＤＢの加入者期間等から拡充した子の看護休
暇期間を控除する

対応就業規則等で「子の看護休暇」を拡充し･･･

手続き不要※⇒ＤＢの加入者期間等から拡充した子の看護休
暇期間を控除しない

※労働協約等の規定の条文を変更をしていないが法律上の定義が変わることにより労働協約等の内容が変更となる場合は、ＤＢ規約に引
用した労働協約等の有効日の変更に係る規約変更手続き（届出）が必要

規程の有効日、引用条項（変更がある場合）の変更に係る規約変更の
認可・承認申請

⇒ＤＢの加入者期間等から控除する期間が変更
となる

対応「パパ・ママ育休プラス」の取り扱いにより･･･

手続き不要※⇒ＤＢの加入者期間等から控除する期間が変更
とならない

規程の有効日、引用条項（変更がある場合）の変更に係る規約変更の
認可・承認申請

⇒ＤＢの加入者期間等から控除する期間が変更
となる

対応「父親の育児休業再取得」の取り扱いにより･･･

手続き不要※⇒ＤＢの加入者期間等から控除する期間が変更
とならない

介護休暇期間の取り扱いに係る規約変更の認可・承認申請⇒ＤＢの加入者期間等から介護休暇期間を控除

する

対応「介護休暇の新設」により･･･

手続き不要※⇒ＤＢの加入者期間等から介護休暇期間を控除

しない

※ただし、期間の名称変更等、内容の実質的な変更を伴わない規程の変更がある場合の規約変更は届出
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【ご参考】育児・介護休業制度の見直しについて（イメージ）【ご参考】育児・介護休業制度の見直しについて（イメージ）

出生 １歳 ３歳 就学

育児休業
１歳まで請求できる。保育所に
入所できない等一定の場合は１
歳半まで延長可能

勤務時間短縮等の措置
①勤務時間の短縮
②所定外労働の免除
③フレックスタイム
④始業・終業時刻の繰り上げ下げ
⑤託児施設の設置運営
⑥⑤に準ずる便宜の供与
⑦育児休業に準ずる制度

事業主にいずれかの措置を
講ずることを義務付け

努力義務

子の看護休暇（年５日まで）

法定時間外労働の制限（月２４H、年１５０Hまで）
深夜業の免除

現行 育児

介護

介護休業（対象家族１人につき９３日まで）

勤務時間短縮等の措置
（介護休業とあわせて９３日まで）

出生 １歳 ３歳 就学

育児休業

1歳（両親ともに育児休業を取得した
場合、１歳２ヶ月）まで請求できる。保
育所に入所できない等一定の場合は
１歳半まで延長可能

努力義務

子の看護休暇
（子１人につき年５日まで、年１０日を上限）

法定時間外労働の制限（月２４H、年１５０Hまで）
深夜業の免除

改正後 育児

介護

介護休業（対象家族１人につき９３日まで）

勤務時間短縮等の措置
（介護休業とあわせて９３日まで）

※厚生労働省ＨＰより

http://www.mhlw.go.jp/topics/2009/07/t
p0701-1.html

パパ・ママ育休プラス

勤務時間の短縮の措置

所定外労働の免除

勤務時間短縮等の措置（努力義務）
③フレックスタイム
④始業・終業時刻の繰り上げ下げ
⑤託児施設の設置運営
⑥⑤に準ずる便宜の供与
⑦育児休業に準ずる制度

介護休暇
（家族1人につき年５日まで、年１０日を上限）

以上

http://www.mhlw.go.jp/topics/2009/07/tp0701-1.html
http://www.mhlw.go.jp/topics/2009/07/tp0701-1.html



